様式第6号(第11条関係)
開示決定等期限特例延長通知書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　様

粕屋町長　　　　　　　　　　印　　

　　　　年　　月　　日付けで申出のあった死者に関する情報の開示については、粕屋町死者に関する情報に係る事務取扱要綱第11条第3項の規定により、次のとおり決定する期限を延長したので通知します。
	開示の申出に係る死者に関する情報の内容
	

	[bookmark: _GoBack]要綱第11条第3項の規定（開示決定等の期限の特例）を適用する理由
	

	残りの死者に関する情報について開示決定等をする期限
	（　　　年　月　日までに可能な部分について開示決定等を行い、残りの部分については、次に掲載する期限までに開示決定等を行う予定です。）
　　　　年　月　日

	事務担当課等
	


	
	（電話番号　　　　　　　　　　　　　内線　　　　　　　）



